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別表十三(七)
｢15｣欄、｢23｣欄又は｢32｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
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○　別表十三(七)｢15｣の欄に金額の記載がある場合の記載事項

法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

※　区分番号｢00558｣は、特別勘定を設けた後、その特別勘定に係る宅地を譲り受ける場合が該当します。

○　別表十三(七)｢23｣の欄の金額の記載がある場合の記載事項

法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

※　区分番号｢00558｣は、特別勘定を設けた後、その特別勘定に係る宅地を譲り受ける場合が該当します。

○　別表十三(七)｢32｣の欄の金額の記載がある場合の記載事項

法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

※　｢第65条の12第３項｣は、企業組織再編成に伴い、課税の特例を適用を受ける場合が該当します。

｢第65条の12第１項｣又は｢
第65条の12第３項｣

00262

大規模な住宅地等造成事業の施
行区域内にある土地等の造成の
ために交換等の場合等の課税の
特例(交換により土地のみを取
得した場合、宅地と交換差金を
取得した場合又は譲渡に係る対
価の額が譲り受けた宅地の取得
価額を超える場合)

｢第65条の12第８項におい
て準用する第65条の11第１
項｣又は｢第65条の12第９項
において準用する第65条の
11第４項｣

00558

大規模な住宅地等造成事業の施
行区域内にある土地等の造成の
ために交換等の場合等の課税の
特例(交換とともに交換差金を
支出した場合又は譲り受けた宅
地の取得価額が譲渡に係る対価
の額を超える場合)

｢第65条の11第１項｣又は｢
第65条の11第４項｣

00261

｢23｣の欄の金額（当該
金額が同表｢29｣欄の金
額を超える場合には、
同欄の金額）

大規模な住宅地等造成事業の施
行区域内にある土地等の造成の
ために交換等の場合等の課税の
特例(特別勘定を設けた場合)

｢第65条の11第１項｣又は｢
第65条の11第４項｣

00261

00558

｢32｣の欄の金額（当該
金額が同表｢39｣欄の金
額を超える場合には、
同欄の金額）

｢第65条の12第８項におい
て準用する第65条の11第１
項｣又は｢第65条の12第９項
において準用する第65条の
11第４項｣

｢15｣の欄の金額（当該
金額が同表｢21｣欄の金
額を超える場合には、
同欄の金額）

※　｢第65条の11第４項｣又は｢第65条の12第９項において準用する第65条の11第４項｣は、企業組織再編成
　に伴い、課税の特例の適用を受ける場合が該当します。

※　｢第65条の11第４項｣又は｢第65条の12第９項において準用する第65条の11第４項｣は、企業組織再編成
　に伴い、課税の特例の適用を受ける場合が該当します。
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